
　広報誌が届かなかったら…　『広報いけだ』は毎月１回１日発行です。
発行日までに広報誌が届かない場合は、（公社）池田市シルバー人材センター
（☎072・754・1980　＊受付/平日午前８時45分～午後５時15分）へ。

スマホやパソコンで『広報いけだ』を
ご覧いただけます。
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10言語に対応 自動音声読上げ
便利な機能もいっぱい！

※ベトナム語は音声読上げ機能には対応していません

池田市人口
（１月末現在）

男性：49,007人（＋８人）
人口：102,973人（＋４人）

女性：53,966人（ー4人）
世帯数：50,010世帯

新型コロナワクチンの無料接種終了のお知らせ

3月31日日をもって
特例臨時接種は終了します
情報は２月９日㈮時点のものです。
詳細や最新の情報は、市ホームページをご覧ください➡

◦４月１日以降の接種費用は有料となります。終了間際となる 3月下旬は医療機関が混雑する場
合があります。接種をご希望の方は早めの接種をご検討ください。

◦お手持ちの接種券と予診票は３月31日をもって使用できなくなります。ご使用にならなかった
ものは予防接種済証を除き破棄をしてください。

◦接種証明書アプリと予防接種証明書のコンビニ交付も3月31日をもってサービスを終了します。

 初回接種・令和５年秋開始接種について
３月31日まで初回接種・令和

５年秋開始接種を実施しています。
接種費用は無料です。初回接種
は３月31日までに完了できない
場合、残りの接種は有料で受け
ていただくことになります。

　６年度以降の新型コロナワクチン接種について
４月１日以降は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザワクチンと同様のB類

疾病の定期接種に位置付けられ、以下のとおり制度が変更される予定です。

J新型コロナワクチン対策課☎737・6020

接 種 対 象 者：＜初回接種＞ 初回接種がまだの生後６カ月以上の方
＜令和５年秋開始接種＞ 初回接種を完了し前回接種から
３カ月以上が経過した全ての方

使用ワクチン：オミクロン株（XBB.１.５）対応ワクチン
接 種 場 所：市内医療機関（集団接種は実施していません）
接 　 種 　 券：お手持ちのものを使用できます。

接種券を紛失・破損した方は、再発行申請をしてください。

現在（３月31日まで） 6年度以降（４月１日から）

対　　象　　者 生後 6 カ月以上の方

① 65 歳以上の方
② 60 ～ 64 歳で重症化リスクが高い方
※②の範囲は季節性インフルエンザの定期接種と同様。
※上記対象者以外にも任意接種として受けることができます。

接種期間と回数 ５年９月20日～６年
３月31日の間に１回

◦時期は秋冬を想定
◦年に 1 回

費　　　　　用 無　料 自己負担あり（負担額は未定）
※免除制度あり。

使用するワクチン
◦ファイザー社
◦モデルナ社
◦第一三共社

未　定

予防接種証明書
◦本市窓口交付
◦接種証明書アプリ
◦コンビニ交付

廃　止
※ 5 年度までの接種済証は本市窓口で交付可能。

接種記録の
確認方法

◦マイナポータル
◦接種証明書アプリ

基本的に閲覧不可
※５年度までの接種記録はマイナポータルで引き続き確認可能。

接 種 済 証


